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     令 和７年９月５日 

沖 縄 地 区 税 関 

 

           

上 半 期 の 輸 入 差 止 点 数 が 前 年 同 期 比 で 2.7倍超 
 

（令和７年上半期の沖縄地区税関における知的財産侵害物品の差止状況） 

   

 

沖縄地区税関は、令和 7 年上半期（1 月～6 月）における偽ブランド品などの知的  

財産侵害物品の差止状況をまとめましたのでお知らせします。 

 

 

○ 輸入差止件数は 109件で前年同期と比べて 29.8％増加、差止点数は 1,784点で

前年同期と比べて 174.0％増加しました。 

 

 
○ 中国が差止件数 50件、点数 1,195点と依然として最大の仕出国となっています。 

○ ネパール仕出しが 18件で前年同期比 800.0％増加、点数は 55点で 358.3％増加

となりました。 

 

 

〇 上位 3品目の衣類、靴類、バッグ類の差止件数が全体の 76.5％を占めました。 

〇 輸入差止点数が最も多かったのは、玩具類（389点）で、次いで布製品（213点）、 

 衣類（175点）でした。 

〇 使用することにより消費者の安全を脅かす危険性のある電気製品を 6点、自動

車付属品を 22点差し止めました。 

 

(注) 「輸入差止件数」は、税関が差止めた知的財産侵害物品が含まれていた輸入申告又は郵便物の数です。 

    「輸入差止点数」は、税関が差止めた知的財産侵害物品の点数です。 

例えば、1 件の輸入申告又は郵便物に、20 点の知的財産侵害物品が含まれていた場合は、「1 件 20 点」 

として計上しています。 

 

 

【問い合わせ先】 沖縄地区税関 業務部 知的財産調査官  

TEL : ０９８－８９４－６７０６  

通販サイトなどで購入した模倣品が、海外の事業者から送付される場合には、 

個人使用目的であっても輸入できません。 

 

 

仕出国（地域）別：依然中国が最大の仕出国、今期はネパール仕出しが増加 

品目別・差止件数では衣類、靴類、バッグ類が前年同期と同様に上位 3品目を占める 

   ・差止点数は前年同期と比べて品目内容が大きく変化 

・消費者の安全を脅かす危険性のある電気製品、自動車付属品を差止め 

全体：差止件数、差止点数ともに前年同期比で大幅増加                                

報 道 発 表 
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＜令和７年上半期差止品目＞

　

商標権：商標法に基づき商標登録された文字、図形等の「ロゴマークやブランド名」

著作権：創作されたキャラクターや音楽CD等の「著作物」（著作権法で保護）

意匠権：意匠法に基づき意匠登録された物品の形状、模様等の「デザイン」

⑦金属製立て看板（商標権） ⑧デコレーションパーツ（著作権）
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沖縄地区税関で輸入を差止めた侵害物品の例

①衣類（商標権） ②靴（商標権）

③バッグ（商標権） ④　タイヤホイールカバー（商標権）

⑤ヘアドライヤー（意匠権） ⑥レンズキャップ（商標権）


